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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　設置側壁に後面部が固定され、調和空気を吹出す吹出口（２７）が前記後面部よりも前
側に形成されているケーシング（１１）と、
　前記ケーシングの前記吹出口の下縁（２７ｂ）に設定されている回転中心に近い後端（
５６）、前記回転中心から遠い前端（５５）、前記吹出口から吹出される吹出空気の風向
を調整する上面（５１）及び前記上面に対して反対側にある下面（５２）を有し、前記下
面の後端部に上に凹む窪み部（５７，５７Ａ）が形成されている風向調整部材（５０，５
０Ａ）と
を備え、
　前記風向調整部材は、前記吹出口よりも前記設置側壁の方向に向かう第１気流を生成す
るときには、前記上面が鉛直面より後方に回動して前記前端が前記後端よりも後方に位置
する第１姿勢をとり、前記吹出口よりも前に向かう第２気流を生成するときには、前記上
面が鉛直面に対して前方に回動して前記前端が前記後端よりも前側に位置する第２姿勢を
取ることが可能に構成され、前記第１姿勢を取るときに前記窪み部に前記吹出口の前記下
縁が入り込むように取り付けられている、壁掛け式の空調室内機。
【請求項２】
　前記ケーシングは、前記吹出口の前記下縁であって且つ前記第１姿勢をとった前記風向
調整部材の前記下面の前記後端部に対向する位置に、前記風向調整部材の前記下面の形状
に対応する後退部（７２）が形成されている、
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請求項１に記載の壁掛け式の空調室内機。
【請求項３】
　前記ケーシングは、前記吹出口の前記下縁であって且つ前記第１姿勢をとった前記風向
調整部材の前記下面の前記後端部に対向する位置に、溝部（７３）が形成されている、
請求項１又は請求項２に記載の壁掛け式の空調室内機。
【請求項４】
　前記風向調整部材及び前記ケーシングは、前記第１姿勢を前記風向調整部材がとるとき
に互いに対向するそれぞれの箇所に、傾斜端面が形成されている、
請求項１に記載の壁掛け式の空調室内機。
【請求項５】
　前記風向調整部材は、前記窪み部の側部にフランジ（５９）を有し、
　前記ケーシングは、前記フランジを前記風向調整部材が上下方向に回動可能に軸支する
、
請求項１から４のいずれか一項に記載の壁掛け式の空調室内機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、壁掛け式の空調室内機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、壁掛け式の空調室内機では、上下の風向きの調整を行うための風向調整部材
を備えるものが提案されている。例えば特許文献１（特開２００７－９３０９２号公報）
などに開示されているように、送風路を通って吹出口から吹出される調和空気の吹出し方
向を風向調整部材によって下方にまで変更可能な空調室内機がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に記載されている空調室内機では、吹出口から吹出される空気を下方に変更
できるものの、風向調整部材の回動範囲が小さいことから風向調整部材を使った気流制御
が制限されてしまい、快適な環境を提供する機能が十分ではない。
【０００４】
　本発明の課題は、壁掛け式の空調室内機において、気流制御の制限を緩和することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１観点に係る壁掛け式の空調室内機は、設置側壁に後面部が固定され、調和
空気を吹出す吹出口が後面部よりも前側に形成されているケーシングと、ケーシングの吹
出口の下縁に設定されている回転中心に近い後端、回転中心から遠い前端、吹出口から吹
出される吹出空気の風向を調整する上面及び上面に対して反対側にある下面を有し、下面
の後端部に上に凹む窪み部が形成されている風向調整部材とを備え、風向調整部材は、吹
出口よりも設置側壁の方向に向かう第１気流を生成するときには、上面が鉛直面に対して
後方に回動して前端が後端よりも後方に位置する第１姿勢をとり、吹出口よりも前に向か
う第２気流を生成するときには、上面が鉛直面に対して前方に回動して前端が後端よりも
前側に位置する第２姿勢を取ることが可能に構成され、第１姿勢を取るときに窪み部に吹
出口の下縁が入り込むように取り付けられている、ものである。
【０００６】
　この壁掛け式の空調室内機では、第１姿勢をとるときに風向調整部材の窪み部の窪んだ
ところに吹出口の下縁が入り込むことから、回動動作の範囲を増やすことができる。
【０００７】
　本発明の第２観点に係る壁掛け式の空調室内機は、第１観点に係る空調室内機において



(3) JP 6065076 B1 2017.1.25

10

20

30

40

50

、ケーシングは、吹出口の下縁であって且つ第１姿勢をとった風向調整部材の下面の後端
部に対向する位置に、風向調整部材の下面の形状に対応する後退部が形成されている、も
のである。
【０００８】
　この壁掛け式の空調室内機では、ケーシングの吹出口の下縁に設けられた後退部が風向
調整部材の下面の形状に対応して設けられていることから、後退部が設けられていない場
合に比べて風向調整部材の後側への回動範囲を大きくすることができる。
【０００９】
　本発明の第３観点に係る壁掛け式の空調室内機は、第１観点又は第２観点に係る空調室
内機において、ケーシングは、吹出口の下縁であって且つ第１姿勢をとった風向調整部材
の下面の後端部に対向する位置に、溝部が形成されている、ものである。
【００１０】
　この壁掛け式の空調室内機では、ケーシングの吹出口の下縁に設けられた溝部が、風向
調整部材とケーシングとの間の隙間に対向して形成されることから、風向調整部材とケー
シングの隙間を流れる気流を攪拌することができる。
【００１１】
　本発明の第４観点に係る壁掛け式の空調室内機は、第１観点に係る空調室内機において
、風向調整部材及びケーシングは、第１姿勢を風向調整部材がとるときに互いに対向する
それぞれの箇所に、傾斜端面が形成されている、ものである。
【００１２】
　この壁掛け式の空調室内機では、風向調整部材の傾斜端面とケーシングの傾斜端面が、
風向調整部材の第１姿勢のときに互いに対向することから、風向調整部材の後側への回動
範囲を大きくすることができる。
【００１３】
　本発明の第５観点に係る壁掛け式の空調室内機は、第１観点から第４観点のいずれかに
係る空調室内機において、風向調整部材は、窪み部の側部にフランジを有し、ケーシング
は、フランジを風向調整部材が上下方向に回動可能に軸支する、ものである。
【００１４】
　この壁掛け式の空調室内機では、風向調整部材の後端部の窪み部によって風向調整部材
の後端部の強度が低下しているが、フランジを設けることにより風向調整部材が補強され
、風向調整部材の後端部に窪み部を設けても風向調整部材の変形を抑制することができる
。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の第１観点に係る壁掛け式の空調室内機では、回動動作の範囲が増えることで、
快適性の確保のための気流制御の制限を緩和することができる。また、風向調整部材の下
面において窪み部が目立ち難く形成し易いことから、意匠性を良好に保つことができる。
【００１６】
　本発明の第２観点に係る壁掛け式の空調室内機では、風向調整部材の段差によって回動
範囲が大きくなる分だけ気流制御の制限を緩和することができる。
【００１７】
　本発明の第３観点に係る壁掛け式の空調室内機では、溝部によって、風向調整部材とケ
ーシングの隙間で結露が発生するのを抑制することができる。
【００１８】
　本発明の第４観点に係る壁掛け式の空調室内機では、風向調整部材及びケーシングの傾
斜端面によって回動範囲が大きくなる分だけ気流制御の制限を緩和することができる。
【００１９】
　本発明の第５観点に係る壁掛け式の空調室内機では、風向調整部材の変形を抑制するこ
とにより、風向調整機能の低下を防止することができるとともに意匠性が悪くなるのを防
止することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係る空調室内機の外観を示す斜視図。
【図２】図１の空調室内機の構成の概要を示す断面図。
【図３】風向調整部材の斜視図。
【図４】スクロール空気吹出流路を説明するための部分拡大断面図。
【図５】風向調整部材と吹出口の下縁との関係を説明するための部分拡大断面図。
【図６】第２風向の風向調整部材の姿勢を説明するための断面図。
【図７】左右方向に対して垂直な平面で切断した空調室内機の左側部分を示す斜視図。
【図８】（ａ）第２風向の第１補助フラップと第２補助フラップの姿勢の他の例を説明す
るための部分断面図、（ｂ）第２風向の第１補助フラップと第２補助フラップの姿勢の他
の例を説明するための部分断面図。
【図９】（ａ）第３風向の風向調整部材の姿勢を説明するための部分断面図、（ｂ）第４
風向の風向調整部材の姿勢を説明するための部分断面図、（ｃ）第５風向の風向調整部材
の姿勢を説明するための部分断面図。
【図１０】（ａ）風向調整部材の断面図、（ｂ）風向調整部材の側面図。
【図１１】風向調整部材の一部を破断した部分拡大斜視図。
【図１２】風向調整部材の中央後端部の周辺を示す部分拡大斜視図。
【図１３】（ａ）室内に設置された空調室内機の第１気流を説明するための側面図、（ｂ
）室内に設置された空調室内機の第２気流を説明するための側面図。
【図１４】風向調整部材と吹出口の下縁との関係を説明するための部分拡大断面図。
【図１５】変形例に係る風向調整部材と吹出口の下縁との関係を説明するため部分断面図
。
【図１６】図１５の風向調整部材と吹出口の下縁の部分を拡大した部分拡大断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　（１）空調室内機の構成
　図１には、空調室内機１０を前方右斜め下から見た外観が示されている。以下の説明に
おける空調室内機１０の上下、前後及び左右は、図１の直交座標に示されている通りであ
る。図２には、空調室内機１０の左右方向の略中央で左右方向に対して垂直な平面で切断
した断面の主要な形状が示されている。この空調室内機１０は、壁掛け式であり、後部が
室内の設置側壁ＷＬに取り付けられる。空調室内機１０は、室内空間ＲＳの冷房を行う冷
房運転及び室内空間ＲＳの暖房を行う暖房運転を行なうことができる。
【００２２】
　（２）詳細構成
　図１及び図２に示されているように、空調室内機１０は、ケーシング１１と、エアフィ
ルタ１２と、室内熱交換器１３と、室内ファン１４と、複数の垂直フラップ１５と、第２
補助フラップ３０と、第１補助フラップ４０と、風向調整部材５０とを備えている。
【００２３】
　（２－１）ケーシング１１
　ケーシング１１は、横方向（空調室内機１０の左右方向（図１の直交座標参照））に細
長くかつ複数の開口を持つ箱形状を呈する。ケーシング１１は、図１及び図２に示されて
いるように、天面部１１ａ、前面部１１ｂ、後面部１１ｃ、右側面部１１ｄ、左側面部１
１ｅ及び底面部１１ｆによって囲まれた立体空間を内部に有する。ケーシング１１の天面
部１１ａ、前面部１１ｂ、右側面部１１ｄ、左側面部１１ｅ及び底面部１１ｆは、化粧板
２０で覆われている。ケーシング１１は、後面部１１ｃにある背面板２８によって設置側
壁ＷＬに取り付けられる。ケーシング１１の立体空間内には、エアフィルタ１２、室内熱
交換器１３、室内ファン１４及び底フレーム１６が収納されている。これらを立体空間内
に収納するために、化粧板２０は、前から後ろに向かって被せられる構成になっている。
【００２４】
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　天面部１１ａは、ケーシング１１の上端部に位置する。化粧板２０の前面部１１ｂは、
上端が天面部１１ａにヒンジ（図示せず）で回動自在に支持されている前面板２１で構成
されている。この前面板２１は、化粧板２０の右側面部１１ｄを構成する右側板２２及び
、化粧板２０の左側面部１１ｅを構成する左側板２３から分離されている。
【００２５】
　背面板２８は、ケーシング１１の後面部１１ｃを構成している。この背面板２８が、室
内の設置側壁ＷＬに設置された取り付け板（図示せず）にビス止め等によって取り付けら
れることによって、空調室内機１０が設置側壁ＷＬに設置される。
【００２６】
　ケーシング１１の天面部１１ａには、天面吸込口２５が設けられている。室内ファン１
４が駆動することによって、この天面吸込口２５近傍の室内空気が、この天面吸込口２５
からケーシング１１の内部へと取り込まれる。天面吸込口２５から取り込まれた室内空気
は、室内熱交換器１３を通過して室内ファン１４へと送られる。
【００２７】
　ケーシング１１の底面部１１ｆには、底面吸込口２６が形成されている。また、底面部
１１ｆには、吹出口２７が形成されている。底面吸込口２６は、吹出口２７よりも後方に
設けられている。底フレーム１６の吸込流路１６ａによって、底面吸込口２６とケーシン
グ１１内のエアフィルタ１２の上部にある空間とが繋がっている。従って、室内ファン１
４の駆動によって、底面吸込口２６近傍の室内空気が、底面吸込口２６から吸込流路１６
ａを通って室内熱交換器１３に送られる。吸込流路１６ａは、底面吸込口２６から底フレ
ーム１６の流路上面１６ｃ及び流路下面１６ｄに沿って形成されている。吸込流路１６ａ
と後述するスクロール空気吹出流路１６ｂとは、流路下面１６ｄを間に挟んで互いに隣接
している。底面吸込口２６には、底面吸込口２６の開閉を行うための開閉板１７が設けら
れている。
【００２８】
　空調室内機１０において、底面吸込口２６よりも前に設けられている吹出口２７は、ス
クロール空気吹出流路１６ｂによってケーシング１１の内部と繋がっている。天面吸込口
２５及び底面吸込口２６から吸い込まれ室内空気は、室内熱交換器１３にて熱交換された
後、スクロール空気吹出流路１６ｂを通って吹出口２７から室内へと吹き出される。
【００２９】
　（２－２）風向調整のための構成
　吹出口２７は、左右に長く延びている上縁２７ａ及び下縁２７ｂを有している。吹出口
２７の上縁２７ａの側には、左右に長く延びている平板状の第２補助フラップ３０と、左
右に長く延びている第１補助フラップ４０とが設けられている。また、吹出口２７の下縁
２７ｂの側には、左右に長く延びている風向調整部材５０が設けられている。第２補助フ
ラップ３０、第１補助フラップ４０及び風向調整部材５０は、それぞれ第２補助フラップ
上面３１及び第２補助フラップ下面３２、第１補助フラップ上面４１及び第１補助フラッ
プ下面４２、並びに風向調整部材上面５１及び風向調整部材下面５２を有している。第１
補助フラップ４０及び風向調整部材５０は、中空構造になっており、第１補助フラップ４
０及び風向調整部材５０の重量が軽減されている。
【００３０】
　第２補助フラップ３０、第１補助フラップ４０及び風向調整部材５０は、それぞれ、ケ
ーシング１１に回動可能に取り付けられている。第２補助フラップ３０、第１補助フラッ
プ４０及び風向調整部材５０は、それぞれに対して設けられているフラップ駆動用モータ
（図示せず）によってそれぞれ独立して、左右に延びるそれぞれの回転中心３５，４５，
５８（図６参照）の周りで回動することができるように構成されている。図３には、風向
調整部材５０を右斜め上から見た図が示されている。この風向調整部材５０の被支持部５
３を結ぶ直線が、風向調整部材５０の回転中心５８になる。また、これらフラップ駆動用
モータは、空調室内機１０内に設けられている制御装置（図示せず）によって制御される
。そして、これら第２補助フラップ３０、第１補助フラップ４０及び風向調整部材５０は
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、単独で又は互いに協力して、吹出口２７から吹出される空気の風向きを上下に調整する
。また、風向調整部材５０は、吹出口２７から空気を吹出す際に吹出口２７を開き、運転
停止時に吹出口２７を閉じる機能を有している。さらに、第１補助フラップ４０は、運転
停止時には、ケーシング１１に近づいてケーシング１１の一部のような姿勢をとることが
できるように構成されている。運転停止時には、第１補助フラップ下面４２及び風向調整
部材下面５２は、ケーシング１１の化粧板２０に同化して空調室内機１０の意匠を構成す
る。
【００３１】
　吹出口２７における第２補助フラップ３０の奥には、左右方向に対して交差する平面を
持つ複数の垂直フラップ１５が設けられている。フラップ駆動用モータ（図示せず）によ
って、上下に延びる回転中心の周りで垂直フラップ１５が左右に回動することができるよ
うに構成されている。垂直フラップ１５を駆動するフラップ駆動用モータも、空調室内機
１０内に設けられている前述の制御装置によって制御される。そして、これら複数の垂直
フラップ１５は、吹出口２７から吹出される空気の風向きを左右に調整する。
【００３２】
　（２－３）室内熱交換器１３
　室内熱交換器１３は、複数のフィンと、複数のフィンを貫く複数の伝熱管とで構成され
ている。室内熱交換器１３は、ケーシング１１内部において、底フレーム１６に取り付け
られている。室内熱交換器１３は、空調室内機１０の運転状態に応じて蒸発器または凝縮
器として機能し、伝熱管の中を流れる冷媒と室内熱交換器１３を通過する空気との間で熱
交換を行わせる。
【００３３】
　室内熱交換器１３は、図２に示されているように、側面視において両端が下方に向いて
屈曲する略逆Ｖ字型の形状を有している。そして、室内熱交換器１３は、上から室内ファ
ン１４を囲い込むように配置されている。
【００３４】
　（２－４）室内ファン１４
　室内ファン１４は、図２に示されているように、ケーシング１１の内部の略中央部分に
位置している。この室内ファン１４は、空調室内機１０の長手方向（左右方向）に細長い
略円筒形状をしたクロスフローファンである。室内ファン１４が回転駆動されることによ
って、室内空気が天面吸込口２５及び底面吸込口２６それぞれから吸い込まれてエアフィ
ルタ１２を通過した後に、室内熱交換器１３を通過することで生成された調和空気が吹出
口２７から室内へと吹出される。
【００３５】
　（２－５）底フレーム１６
　底フレーム１６は、上述のエアフィルタ１２と室内熱交換器１３と室内ファン１４を支
える役割を果たす。また、底フレーム１６によって、吸込流路１６ａ及びスクロール空気
吹出流路１６ｂが形成される。スクロール空気吹出流路１６ｂは、室内ファン１４の直下
から前方斜め下に向かって延びている。このスクロール空気吹出流路１６ｂは、流路上面
１６ｃと流路下面１６ｄとの間に挟まれた空間である。
【００３６】
　図４には、図２から第２補助フラップ３０、第１補助フラップ４０及び風向調整部材５
０が取り除かれた状態が示されている。この図４を用いて、スクロール空気吹出流路１６
ｂの形状について説明する。流路下面１６ｄは、吹出口２７の下縁２７ｂから上方に延び
ており、室内ファン１４の後部斜め上まで覆っている。この流路下面１６ｄは、後方に膨
らむように滑らかに湾曲している。左右方向に対して垂直な平面で流路下面１６ｄを切断
したときの流路下面１６ｄの断面形状が渦巻き形状になっている。言い換えれば、このよ
うな流路下面１６ｄの断面形状は、旋回するにつれて室内ファン１４の回転中心から遠ざ
かる曲線である。
【００３７】
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　吹出口２７の上縁２７ａと流路上面１６ｃの上面前端１６ｆとの間には、左右に長く延
びる凹み１６ｇが形成されている。この凹み１６ｇが形成されることにより、流路上面１
６ｃの上面前端１６ｆの前に段差が形成されている。この凹み１６ｇには、第２補助フラ
ップ３０を収納することができる。凹み１６ｇに第２補助フラップ３０が収納された状態
では、第２補助フラップ下面３２の後端部が流路上面１６ｃと面一になるように構成され
ている。流路上面１６ｃは、室内ファン１４の下方に向かって、上面前端１６ｆから後方
斜め上にほぼ真っ直ぐに延びている。
【００３８】
　（２－６）エアフィルタ１２
　エアフィルタ１２は、天面吸込口２５及び底面吸込口２６から吸い込まれた室内空気中
の塵埃を捕集するためのものである。エアフィルタ１２がケーシング１１に装着された状
態で、エアフィルタ１２は、ケーシング１１の天面部１１ａと室内熱交換器１３との間に
位置する。このエアフィルタ１２が、室内熱交換器１３の表面に室内空気中の塵埃が付着
することを防いでいる。エアフィルタ１２は、メンテナンスのためにケーシング１１に取
り付けたり、ケーシング１１から取り出したりすることができるようになっている。
【００３９】
　（３）上下方向の風向調整
　（３－１）第１風向
　図１及び図２に示されている第２補助フラップ３０と第１補助フラップ４０と風向調整
部材５０の姿勢は、第１風向で空気を吹出すときにとられる。第１風向は、室内空間ＲＳ
の奥まで気流を循環させるときの風向である。室内空間ＲＳの奥まで気流を循環させるた
めには、吹出口２７で拡散させずに、速い風速を持つ層流を作り出すことが好ましい。こ
のような層流を作り出すには、スクロール空気吹出流路１６ｂを延長することが好ましい
。しかし、スクロール空気吹出流路１６ｂを延ばしたり縮めたりすることが難しいので、
第２補助フラップ３０と風向調整部材５０の姿勢により、スクロール空気吹出流路１６ｂ
を延長したのと同じ状況を擬似的につくっているのが図１及び図２の状態である。
【００４０】
　第１風向では、第２補助フラップ下面３２がスクロール空気吹出流路１６ｂの流路上面
１６ｃを前側に延長する姿勢を、第２補助フラップ３０がとっている。また、この第１風
向では、風向調整部材上面５１がスクロール空気吹出流路１６ｂの流路下面１６ｄを前側
に延長する姿勢を、風向調整部材５０がとっている。
【００４１】
　図４に示されているように、流路上面１６ｃを前側に延長すると、流路上面１６ｃとほ
ぼ平行に上面前端１６ｆから始まる第１仮想面ＰＬ１が形成される。この場合、後方向及
び上下方向に平行な断面で第１仮想面ＰＬ１を切断してできる第１仮想線が、スクロール
空気吹出流路１６ｂの流路上面１６ｃの先端部の接線に一致することが好ましい。また、
流路下面１６ｄを前側に延長すると、流路下面１６ｄの下面前端１６ｈとほぼ平行に下面
前端１６ｈから始まる第２仮想面ＰＬ２が形成される。この場合、前後方向及び上下方向
に平行な断面で第２仮想面ＰＬ２を切断してできる第２仮想線がスクロール空気吹出流路
１６ｂの流路下面１６ｄの先端部の接線に一致することが好ましい。
【００４２】
　なお、第２補助フラップ下面３２が多少湾曲する場合もあるが、その場合には、第２補
助フラップ下面３２の主面の後端部が第１仮想面ＰＬ１に一致することをもって、第２補
助フラップ下面３２が第１仮想面ＰＬ１に一致しているとみなす。また、第２補助フラッ
プ下面３２が多少湾曲する場合もあるが、その場合には、風向調整部材上面５１の主面の
後端部が第２仮想面ＰＬ２に一致することをもって、風向調整部材上面５１が第２仮想面
ＰＬ２に一致しているとみなす。なお、ここで主面とは、風向調整には寄与しない部分を
除く、専ら風向調整に用いられる面をいう。例えば、凹部５４は、ケーシング１１にある
出っ張りに対応して設けられたものである。この凹部５４の部分は、風向調整部材５０で
吹出口２７を閉じる際にケーシング１１の出っ張りが邪魔にならないようにするための構
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造であり、風向調整にはあまり寄与していないことから、主面には含まれない。
【００４３】
　第２補助フラップ３０は、回動するために、流路上面１６ｃの上面前端１６ｆから離し
て取り付けられている。同様の理由から、風向調整部材５０も流路下面１６ｄの下面前端
１６ｈから離して取り付けられている。しかし、第２補助フラップ３０と流路上面１６ｃ
及び風向調整部材５０と流路下面１６ｄが離れ過ぎていると、第２補助フラップ下面３２
及び風向調整部材５０によるスクロール空気吹出流路１６ｂの十分な延長効果が得られな
い。そこで、第１風向に設定されている状態において、第２補助フラップ３０が回動可能
である範囲において第２補助フラップ３０の後端３４から流路上面１６ｃの上面前端１６
ｆまでの距離が５ｍｍ以下になるように構成され、風向調整部材５０の後端５６から流路
下面１６ｄの下面前端１６ｈまでの距離Ｌ１が５ｍｍ以下になるように構成されている（
図５参照）
　第１補助フラップ４０は、第２補助フラップ３０の下流側に設けられていることから、
延長されたスクロール空気吹出流路１６ｂの吹出口である第２補助フラップ３０の前端３
３と風向調整部材５０の前端５５とで囲まれた部分から吹出される空気の風向きを上下に
微調整する。図２に示されている状態では、第１補助フラップ４０が、吹出される空気に
対して抵抗ができるだけ低くなる姿勢をとりながら、水平よりも少し下を向いたスクロー
ル空気吹出流路１６ｂから吹出される空気の風向きを少し上に持ち上げる姿勢をとってい
る。
【００４４】
　（３－２）第２風向
　図６に示されている第２風向は、空調室内機１０の後面部１１ｃが取り付けられている
壁に沿う気流をつくりだすときの風向である。第２風向で空気を吹出すように設定された
第２補助フラップ３０、第１補助フラップ４０及び風向調整部材５０は、吹出口２７より
も後面部１１ｃの方向に向かう気流を生成する。このとき、風向調整部材５０は、風向調
整部材上面５１が前後方向に対して垂直な鉛直面よりも後方に回動して、前端５５が後端
５６よりも後方に位置している。同様に、第１補助フラップ４０も、第１補助フラップ上
面４１が前後方向に対して垂直な鉛直面よりも後方に回動して、前端４３が後端４４より
も後方に位置している。同様に、第２補助フラップ３０も、第２補助フラップ上面３１が
前後方向に対して垂直な鉛直面よりも後方に回動して、前端３３が後端３４よりも後方に
位置している。
【００４５】
　第２風向のときの第２補助フラップ３０と第１補助フラップ４０は、正面視において、
第２補助フラップ３０と第１補助フラップ４０が重なる姿勢をとることで、第２補助フラ
ップ３０と第１補助フラップ４０の間の隙間から前方に空気が流れるのを防いでいる。
【００４６】
　第２風向として、図８（ａ）及び図８（ｂ）に示されている姿勢を、第２補助フラップ
３０と第１補助フラップ４０がとることもできる。図８（ａ）に示されている第２補助フ
ラップ３０と第１補助フラップ４０は、第１補助フラップ下面４２に第２補助フラップ上
面３１が接触する姿勢をとっている。また、図８（ｂ）に示されている第２補助フラップ
３０と第１補助フラップ４０は、第２補助フラップ３０の前端３３が第１補助フラップ４
０に接近して、第２補助フラップ下面３２と第１補助フラップ下面４２が一列に並んで続
いている姿勢をとっている。
【００４７】
　（３－３）第３風向
　図９（ａ）に示されている第３風向は、最大風量で空気を吹出すときの風向である。第
３風向で空気を吹出すように設定されたとき、第２補助フラップ３０は、流路上面１６ｃ
の前にある凹み１６ｇに収納されている。第３風向では、第１補助フラップ４０の前端４
３が第１風向のときよりも少し上に移動して、第１補助フラップ４０が吹出口２７から吹
出される気流を上に広げる姿勢をとっている。第３風向では、風向調整部材５０の前端５
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５が第１風向のときよりも少し下に移動して、風向調整部材５０が吹出口２７から吹出さ
れる気流を下に広げる姿勢をとっている。つまり、第１補助フラップ４０及び風向調整部
材５０は、前方にいくほど広がって、最大風量で吹出された空気を室内空間ＲＳに送り込
みやすい姿勢をとっている。
【００４８】
　（３－４）第４風向
　図９（ｂ）に示されている第４風向は、前方下向きに空気を吹出すときの風向きである
。第４風向で空気を吹出すように設定されたとき、第２補助フラップ３０は、流路上面１
６ｃの前にある凹み１６ｇに収納されている。第４風向では、第１補助フラップ４０の前
端４３が第１風向のときよりも少し下に移動して、第１補助フラップ４０が吹出口２７か
ら吹出される気流を下に押下げる姿勢をとっている。つまり、このときの第１補助フラッ
プ下面４２は、前方に行くほど下に下がる割合が第１仮想面ＰＬ１よりも大きく、第１仮
想面ＰＬ１よりも前下がりになっている。第４風向では、風向調整部材５０の前端５５が
第１風向のときよりも少し下に移動して、風向調整部材５０が吹出口２７から吹出される
気流を下に誘導する姿勢をとっている。つまり、このときの風向調整部材上面５１は、前
方に行くほど下に下がる割合が第２仮想面ＰＬ２よりも大きく、第２仮想面ＰＬ２よりも
前下がりになっている。
【００４９】
　（３－５）第５風向
　図９（ｃ）に示されている第５風向は、冷房時に、第２補助フラップ３０を使って前方
下向きに空気を吹出すときの風向きの一例である。第４風向で空気を吹出すように設定さ
れたとき、第２補助フラップ３０は、前端３３が下に移動するように回動して凹み１６ｇ
から出て前下がりの姿勢をとっている。このとき、第２補助フラップ下面３２は、流路上
面１６ｃと第１補助フラップ下面４２とを結ぶ面に近い位置にあって、流路上面１６ｃか
ら第１補助フラップ下面４２に向かう気流がスムーズになるように、吹出される空気を中
継する。
【００５０】
　第５風向では、第１補助フラップ４０の前端４３が第１風向のときよりも少し下に移動
しているものの前端４３が第４風向のときよりも少し上に移動した状態であり、第１補助
フラップ４０が吹出口２７から吹出される気流を少し下に押下げる姿勢をとっている。ま
た、第５風向では、風向調整部材５０の姿勢が第４風向と同じである。このような姿勢を
第２補助フラップ３０、第１補助フラップ４０及び風向調整部材５０がとることで、吹出
された空気を第４風向に比べて前方の遠い場所にまで運ぶことができる。
【００５１】
　（３－６）第１補助フラップ４０、第２補助フラップ３０及び風向調整部材５０の移動
　図６から図８（ｂ）に示されている第２補助フラップ３０の前端３３の位置は、第１補
助フラップ４０の回転中心４５よりも下にある状態である。それに対して、凹み１６ｇに
収納されているとき第２補助フラップ３０の位置は、第１補助フラップ４０の回転中心４
５よりも上にある状態である。図６から図８（ｂ）に示されている第２補助フラップ３０
の位置に第２補助フラップ３０が回動してくるには、第２補助フラップ３０が回動する軌
道上にある図６から図８（ｂ）の位置にある第１補助フラップ４０が邪魔になる。つまり
、凹み１６ｇに第２補助フラップ３０が収納されているときに、図６から図８（ｂ）に示
されている位置に第１補助フラップ４０があったのでは、第１補助フラップ４０に当たっ
てしまって第２補助フラップ３０が図６から図８（ｂ）に示されている位置にまで回動す
ることができない。そこで、例えば、第１補助フラップ４０がケーシング１１に最も近く
なるように前方に回動した状態、言い換えるとケーシング１１に第１補助フラップ４０が
沿う状態で、先に凹み１６ｇに収納されている第２補助フラップ３０を図６から図８（ｂ
）に示されている位置まで後方に回動させる。続いて、第１補助フラップ４０を図６から
図８（ｂ）に示されている位置まで後方に回動させる。このように第２補助フラップ３０
と第１補助フラップ４０が互いに干渉を避ける回動動作を行うことにより、第２補助フラ
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ップ３０の前端３３が第１補助フラップ４０の回転中心４５よりも上にある状態と下にあ
る状態とを入れ換えることができる。
【００５２】
　（４）風向調整部材の構造
　図１０（ａ）には、図３のＩ－Ｉ線で切断した風向調整部材５０の端面が示されている
。図１０（ｂ）には、右側から見た風向調整部材５０の側面が示されている。図１１には
、風向調整部材５０の中央部分で破断して右上方から見た状態が示されている。風向調整
部材５０は、風向調整部材上面５１を構成する板状部材と風向調整部材下面５２を構成す
る板状部材が融着された中空構造を有している。中空構造であるために、風向調整部材上
面５１及び風向調整部材下面５２で応力の集中が起きると、風向調整部材５０の変形の原
因になる。風向調整部材５０が変形すると、例えば、運転停止時に風向調整部材５０とケ
ーシング１１の間に大きな隙間ができて見栄えが悪くなる。
【００５３】
　このような応力の集中を防ぐために、風向調整部材５０の中央軸支部分の凹部６０に被
支持部５３が設けられている。図１２に示されているように、ケーシング１１の吹出口２
７の上縁２７ａと下縁２７ｂの間に架け渡された支持部７１によって中央軸支部分の被支
持部５３が回動可能に支持されている。また、風向調整部材５０の右端部６１及び左端部
６２（図３参照）には、風向調整部材５０の厚みよりも幅のあるフランジ５９が取り付け
られている。そして、これらフランジ５９に被支持部５３が設けられている。これらフラ
ンジ５９の被支持部５３は、ケーシング１１に設けられている支持部（図示せず）に回動
可能に嵌めこまれる。
【００５４】
　次に、風向調整部材５０に設けられている窪み部５７について説明する前に、風向調整
部材５０の姿勢と気流の関係について説明する。空調室内機１０は、図１３（ａ）に示さ
れているように、例えば第２風向のときに設置側壁ＷＬに沿う気流を生じさせるが、この
ような気流を第１気流ＣＬ１と呼ぶ。第１気流ＣＬ１が生じているときには、風向調整部
材上面５１が鉛直面に対して後方に回動して、風向調整部材５０の前端５５が後端５６よ
りも後方に位置した姿勢をとるが、このような姿勢を第１姿勢と呼ぶ。
【００５５】
　また、図１３（ｂ）に示されているように、例えば第１風向、第３風向又は第５風向の
ときに、吹出口２７よりも前に向かう気流を生じさせるが、このような気流を第２気流Ｃ
Ｌ２と呼ぶ。このような第２気流ＣＬ２が生じているとき、風向調整部材５０は、風向調
整部材上面５１が鉛直面に対して前方に回動して、風向調整部材５０の前端５５が後端５
６よりも前側に位置した姿勢をとるが、このような姿勢を第２姿勢と呼ぶ。
【００５６】
　図１４には、風向調整部材５０が第１姿勢をとっている状態の吹出口２７の下縁２７ｂ
の周囲が拡大して示されている。窪み部５７は、風向調整部材下面５２の段差で形成され
ている。左右方向に対して垂直な面で風向調整部材５０を切断した断面形状において、風
向調整部材下面５２の前側が下に凸の曲線を描くのに対し、後側が上に凸の曲線を描いて
いる。このような風向調整部材下面５２の構造により、風向調整部材下面５２の上に凸の
曲線を描く後側が上に窪んで段差を形成しており、この上に凹んだ段差部分が窪み部５７
である。
【００５７】
　第１姿勢をとっている第２風向のときに、風向調整部材下面５２に形成されている窪み
部５７に吹出口２７の下縁２７ｂが入り込むように、風向調整部材５０が取り付けられて
いる。従って、風向調整部材下面５２に窪み部５７がない場合に比べて、窪み部５７に下
縁２７ｂが入り込む分だけ、風向調整部材５０の前端５５をより後に移動させることがで
きる。その結果、窪み部５７がない場合に比べて窪み部５７があることにより、より高い
位置から設置側壁ＷＬに気流を沿わせることができる。
【００５８】
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　（５）吹出口２７の下縁２７ｂの構造
　図１４に示されているように、下縁２７ｂには、後方に後退した後退部７２が形成され
、後方に凹んだ溝部７３が形成されている。下縁２７ｂを真っ直ぐ鉛直に切り落としたよ
うな形状にしたり、下縁２７ｂの形状を下方に行くに従って前方に突き出たように形成し
たりする場合に比べて、後退部７２が形成されることで、風向調整部材５０の前端５５を
より後方に移動させることができる。言い換えれば、風向調整部材上面５１が鉛直面に対
して後方に回動した姿勢をとることができるということである。その結果、第２風向にお
いて、風向調整部材５０が、後退部７２が形成されない場合に比べて、より高い位置から
設置側壁ＷＬに気流を沿わせる第１姿勢をとることができる。
【００５９】
　第１姿勢をとったときに、下縁２７ｂと風向調整部材下面５２との間には、隙間ができ
る。この隙間に冷風が流れると、環境条件によっては、下縁２７ｂ及び風向調整部材５０
に結露が生じることがある。溝部７３は、この隙間に生じる気流を乱す役割を果たす。隙
間に生じる気流が乱されて空気がかき混ぜられることにより、結露が生じ難くなる。
【００６０】
　（６）変形例
　（６－１）変形例Ａ
　上記実施形態では、風向調整部材下面５２に窪み部５７が段差で形成されている場合に
ついて説明したが、図１５及び図１６に示されている風向調整部材５０Ａの傾斜端面５７
Ａのように、窪み部を傾斜端面５７Ａで形成することもできる。左右方向に対して垂直な
面で風向調整部材５０Ａを切断した断面形状において、風向調整部材下面５２Ａの前側が
下に凸の緩やかな曲線を描くのに対し、後側が傾斜の大きな直線を描いている。このよう
な風向調整部材下面５２Ａの構造によって、風向調整部材下面５２Ａの後側に窪み部が傾
斜端面５７Ａにより形成されている。
【００６１】
　風向調整部材５０Ａが第１姿勢をとるときに、この窪み部の傾斜端面５７Ａに対向する
吹出口２７の下縁２７ｂにも傾斜端面７４が形成されている。窪み部の傾斜端面５７Ａと
下縁２７ｂの傾斜端面７４とは、風向調整部材５０Ａが後方に回動して前端５５が最大限
後方に移動したときに、互いに平行になるように構成されることが好ましい。なお、この
下縁２７ｂの傾斜端面には、上記実施形態で説明した溝部７３が形成されてもよい。
【００６２】
　（７）特徴
　（７－１）
　本実施形態の壁掛け式の空調室内機１０によれば、風向調整部材５０，５０Ａが第１姿
勢をとるときに風向調整部材５０，５０Ａの窪み部５７，５７Ａの窪んだところに吹出口
２７の下縁２７ｂが入り込む。例えば、図１０及び図１６に示されている二点鎖線と風向
調整部材下面５２，５２Ａとで囲まれた空間が窪み部５７，５７Ａの窪んだところである
。窪み部５７，５７Ａの窪んだところに下縁２７ｂが入り込むことにより、回動動作の範
囲を増やすことができることから、快適性の確保のための気流制御の制限を緩和すること
ができる。また、空調室内機１０では、風向調整部材下面５２，５２Ａにおいて窪み部５
７，５７Ａが目立ち難く形成されているので、意匠性を良好に保つことができている。な
お、二点鎖線で示された平面は、例えば、窪み部５７，５７Ａの前後の平面を延長して形
成されている。
【００６３】
　（７－２）
　図１４に示されているように、空調室内機１０のケーシング１１は、吹出口２７の下縁
２７ｂであって且つ第１姿勢をとった風向調整部材５０の風向調整部材下面５２の後端部
に対向する位置に、風向調整部材下面５２の形状に対応する後退部７２が形成されている
。この後退部７２が風向調整部材下面５２の形状に対応して設けられていることから、後
退部７２が設けられていない場合に比べて風向調整部材５０の後側への回動範囲を大きく
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することができる。その結果、回動範囲が大きくなる分だけ空調室内機１０の気流制御の
制限を緩和することができる。
【００６４】
　（７－３）
　図１４に示されているように、ケーシング１１の吹出口２７の下縁２７ｂに設けられた
溝部７３が、風向調整部材５０とケーシング１１との間の隙間に対向して形成されている
。その結果、風向調整部材５０とケーシング１１の隙間を流れる気流を攪拌することがで
き、溝部７３によって、風向調整部材５０とケーシング１１との間にできる隙間で結露が
発生するのを抑制することができる。
【００６５】
　（７－４）
　図１５及び図１６に示されているように、風向調整部材５０Ａの窪み部の傾斜端面５７
Ａとケーシング１１の傾斜端面７４が、風向調整部材５０Ａの第１姿勢のときに互いに対
向することから、風向調整部材５０Ａの後側への回動範囲を大きくすることができる。風
向調整部材５０及びケーシング１１のこれら傾斜端面によって回動範囲が大きくなる分だ
け空調室内機１０の気流制御の制限を緩和することができる。
【００６６】
　（７－５）
　風向調整部材５０に窪み部５７を設けない場合に比べて、風向調整部材５０の後端部の
窪み部５７によって風向調整部材５０の後端部の強度が低下している。窪み部５７の側部
にフランジ５９を設けることにより、フランジ５９によって風向調整部材５０が補強され
、風向調整部材５０の後端部に窪み部５７を設けても風向調整部材５０の変形を抑制する
ことができる。フランジ５９によって風向調整部材５０が補強されることにより、風向調
整部材５０の変形による風向調整機能の低下を防止することができるとともに風向調整部
材５０の変形によって意匠性が悪くなるのを防止することができる。
【符号の説明】
【００６７】
　１０　空調室内機
　１１　ケーシング
　１６　底フレーム
　１６ｂ　スクロール空気吹出流路
　１６ｃ　流路上面
　１６ｄ　流路下面
　２７　吹出口
　２７ａ　上縁
　２７ｂ　下縁
　３０　第２補助フラップ
　４０　第１補助フラップ
　５０，５０Ａ　風向調整部材
　５１　風向調整部材上面
　５２　風向調整部材下面
　５５　前端
　５６　後端
　５７　窪み部
　５７Ａ　傾斜端面（窪み部）
　５９　フランジ
　７２　後退部
　７３　溝部
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００６８】
【特許文献１】特開２００７－９３０９２号公報
【要約】
【課題】壁掛け式の空調室内機において、意匠性を損なうことなく、気流制御の制限を緩
和する。
【解決手段】風向調整部材５０は、風向調整部材下面５２の後端部に上に凹む窪み部５７
が形成されている。風向調整部材５０は、吹出口２７よりも設置側壁の方向に向かう第１
気流を生成するときには、上面が鉛直面に対して後方に回動して前端が後端５６よりも後
方に位置する第１姿勢をとる。風向調整部材５０が、第１姿勢を取るときに窪み部５７に
吹出口２７の下縁２７ｂが入り込むように取り付けられている。
【選択図】図１４

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１６】
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